
平
成
二
十
三
年
政
令
第
二
百
三
十
二
号

ス
ポ
ー
ツ
基
本
法
施
行
令

内
閣
は
、
ス
ポ
ー
ツ
基
本
法
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第

七
十
八
号
）
第
九
条
第
二
項
及
び
第
三
十
三
条
第
一
項
の

規
定
に
基
づ
き
、
ス
ポ
ー
ツ
振
興
法
施
行
令
（
昭
和
三
十

七
年
政
令
第
百
七
十
六
号
）
の
全
部
を
改
正
す
る
こ
の
政

令
を
制
定
す
る
。

（
審
議
会
等
で
政
令
で
定
め
る
も
の
）

第
一
条
　
ス
ポ
ー
ツ
基
本
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）

第
九
条
第
二
項
の
審
議
会
等
で
政
令
で
定
め
る
も
の

は
、
ス
ポ
ー
ツ
審
議
会
と
す
る
。

（
法
第
三
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
国
が
補
助
す

る
経
費
の
範
囲
及
び
補
助
額
）

第
二
条
　
法
第
三
十
三
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
経
費

に
つ
い
て
同
項
の
規
定
に
よ
り
国
が
補
助
す
る
場
合
の

経
費
の
範
囲
は
、
開
催
地
の
都
道
府
県
に
お
い
て
要
す

る
国
民
ス
ポ
ー
ツ
大
会
及
び
全
国
障
害
者
ス
ポ
ー
ツ
大

会
の
実
施
及
び
運
営
に
直
接
必
要
な
経
費
と
し
、
当
該

経
費
に
係
る
補
助
の
額
は
、
文
部
科
学
大
臣
が
定
め
る

も
の
と
す
る
。

２
　
法
第
三
十
三
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
経
費
に
つ

い
て
同
項
の
規
定
に
よ
り
国
が
補
助
す
る
場
合
の
経
費

の
範
囲
は
、
都
道
府
県
が
行
う
全
国
的
な
規
模
の
ス
ポ

ー
ツ
事
業
そ
の
他
ス
ポ
ー
ツ
の
推
進
の
た
め
に
地
方
公

共
団
体
が
行
う
事
業
に
必
要
な
審
判
員
の
謝
金
及
び
旅

費
、
通
信
運
搬
費
そ
の
他
の
当
該
事
業
の
実
施
に
直
接

必
要
な
経
費
と
し
、
当
該
経
費
に
係
る
補
助
の
額
は
、

文
部
科
学
大
臣
が
定
め
る
も
の
と
す
る
。

附
　
則
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
法
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
三
年
八

月
二
十
四
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
六
年
三
月
三
一
日
政
令
第
一

二
五
号
）

こ
の
政
令
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
平
成
二
七
年
九
月
一
八
日
政
令
第
三

二
八
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
二
十
七
年
十
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
令
和
元
年
一
二
月
一
一
日
政
令
第
一

八
〇
号
）
　
抄

こ
の
政
令
は
、
令
和
五
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。
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